
金銭消費貸借契約証書（前借制度）
　　貸主　　　　　　　(以下甲とする)と借主　　　　　　　(以下乙とする)の間に、次の通り
金銭消費貸借契約を締結します。
（貸　借）

第１章　甲は本日金　　　　　　　円也を乙に貸し渡し、乙は確かにこれを借り受け、受領しました。

（利　息）

第２条　利息は無利息とします。

（元金の返済期）

第３条　乙は、元金を　　年　月末より１ヶ月分　　　　　円とし〇ヶ月にて甲に分割返済します。
途中、乙が退職した場合、残金は一括返済します。

（期限の利益喪失）

第４条　乙は、次の場合には、甲からの通知催告がなくても当然に期限の利益を失い、直ちに元金を

　　　支払います。

　　１　乙が他の債務により強制執行もしくは競売、破産手続き開始の申し立てを受けたとき。
（認　諾）

第５条　乙は、本件債務を履行しないときは、乙の全財産に対し直ちに強制執行を受けても
異議がないことを認諾しました。
（合意管轄）

第６条　本件に関し、万一紛争が生じたときは甲の居住地の裁判所を第１審の管轄裁判所とすることに各

　　　当事者は合意しました。
第７条

　　　　上の金銭消費貸借契約を証するため、本契約証書　２通を作成し、各当事者署名押印のうえ、

　　　各１通を所持します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　貸主　住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　(甲)　氏名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 eq \o\ac(○,印)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　借主　住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　(乙)氏名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 eq \o\ac(○,印)
[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.png]


[image: image4.png]


[image: image5.png]



